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個別避難計画（旧災害時要援護者台帳）の概要 
－災害時の助け合いに向けて！－ 

 

１．目 的 
災害時の避難の際に支援が必要な方（以下、「要支援者」という。）の個別の避難計

画を整備し、災害発生時における避難誘導や安否確認、平常時の見守り等の支援活動
に活用するものです。地域にお住まいの方々がお互いに理解し助け合う体制をつくる
ことにもつながります。 
 
 

２．支援の対象者 
在宅の高齢者や障がい者等で、災害時の避難に支援が必要な方が対象です。 
具体的には、高齢者の一人暮らしや高齢者夫婦だけの世帯、身体障がい者、知的障

がい者及び精神障がい者などで支援が必要な方々です。 

 

 

 

 

 

    

    

 

３．個別避難計画（旧災害時要援護者台帳）の登録について 
 
⚫ 「個別避難計画」への登録を希望する方は、自治会（長）を通じてお申し込みくだ

さい。 

⚫ 登録にあたっては、記載された個人情報を避難支援の目的で、市および関係機関（自
治会・自主防災組織、コミュニティ振興会、避難支援者、民生委員・児童委員、市
社会福祉協議会・学区地区社会福祉協議会、地域包括支援センター、消防、警察、
福祉サービス事業所、医療機関）で共有することに同意いただきます。 

⚫ 本計画により登録の申し込みを受け付け、名簿等を作成します。 
⚫ 登録後は、災害時に支援を行う「避難支援者（手助けする方）」を選定し、迅速に

避難を支援できる体制を整えます。 
 

     

 

 

 

   

 

災害が発生した初動期においては、地域での要支援者の状況把握や、地域住民同士に 

よる支援体制づくりなど、平常時からの取り組みを進めていくことが基本となります。 

災害対策基本法により、介護保険情報や障害者手帳の情報を元に市町村が「避難行動要支援者名簿」を
作成することが義務付けされています。この「避難行動要支援者名簿」は災害発生時や災害が発生する恐
れがある場合において、生命及び身体の保護に必要が認められた場合のみ本人の同意を要せずに名簿情報
を外部提供することができます。 

本市においても「避難行動要支援者名簿」を作成しておりますが、平常時に関係者で共有できるよう本
人の同意を得た名簿「個別避難計画」の整備を進めるものです。 
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４．「個別避難計画」の管理 

個別避難計画等は次のように管理されます。 

①酒田市 

（地域福祉課、総合支所） 
個別避難計画(正本・写し)、登録者一覧表、登録者分布図 

②コミュニティ振興会 個別避難計画(写し)、登録者一覧表、登録者分布図 

③自治会 個別避難計画(写し）、登録者一覧表、登録者分布図 

④民生委員・児童委員 個別避難計画(写し)、登録者一覧表、登録者分布図 

⑤避難支援者 個別避難計画(写し)、登録者一覧表 

⑥酒田市社会福祉協議会 登録者一覧表 

⑦地域包括 登録者一覧表 

⑧警察署 登録者一覧表 

⑨その他の関係機関 登録者一覧表 

⚫ 個別避難計画及び名簿に記載された情報は、災害時の要支援者支援の目的以外には

利用できません。 

⚫ 個別避難計画及び名簿に記載された個人情報を、みだりに他人に知らせることはで

きません。 

⚫ 災害時には必要に応じ、消防署、地区内の支援にあたる学区地区社協や地区独自の

支援組織へ提供する場合があります。 

 

 

５．「個別避難計画」取りまとめの流れ  

 

 

※これまでの「災害時要援護者台帳」の登録の進め方と変更はありません。 

※令和８年度から「災害時要援護者台帳」と「見守りネットワーク支援台帳」の運用の統

一に伴い、様式の取りまとめ先が市地域福祉課に一本化されております。 

 

※登録内容に追加・変更したい情報がありましたら、変更した様式（変更箇所が見え消し

等で分かるように）のご提出をお願いいたします。なお、変更の際は、従来の「変更届」

の提出は不要です。 

コミュニティ振興会 

総合支所(旧三町) 

 自治会から提出のあった様式をと
りまとめ、市に提出します。 

登録希望者(要支援者) 

様式を記入して自治会に提出しま
す。避難支援者は自治会と相談して
記入します。 

必要に応じて様式を要支援者と相
談して記入します。避難支援者の選
任、避難場所の記入をお願いしま
す。 

自治会 

様式をとりまとめ、登録者一覧表や
分布図(地図)を作成して各関係者に
配布します。 

市地域福祉課 
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避難支援者には、責任を課すものではなく 
善意により手助けいただくものです。 

 
１ まず自分の身を守る。 
 

２ 自分の家族の安全を確認する。(テレビやラジオ等で情報を収集) 
 
３ 自分が支援する要支援者の安否を確認する。 
 
４ 避難が必要な場合は、安全な方法で避難場所へ避難誘導する。 
 
５ 自力での避難誘導が困難な場合には、市災害対策本部、自主防災会、自治会（単位

自治会防災会）、消防署、警察署等に連絡をする。 

 

６．災害が起きたときの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】酒田市民防災ガイドブックより 



4 
 

 

 

○要支援者の避難を迅速かつ適切に行うためには、要支援者と避難支援者との信頼関

係が不可欠であることから、普段から、声かけや見守り活動等、地域における各種

活動と連携を深めることが重要です。 

 

○避難訓練には、地域住民や要支援者、避難支援者が積極的に参加し、要支援者の居

住情報を共有し、避難準備情報等の伝達確認、具体的な避難支援方策の検証や障害

物等の確認を行うことにより、地域全体の防災意識の向上が図られます。 

 

  〇災害時の避難支援には普段からの地域住民同士のコミュニケーションが重要です。 

日頃から近所の人との交流を深め、顔の見える関係を築きましょう。 


